
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

六

四

号

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
係
る
立
法
措
置
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

小

池

政

就
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東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
係
る
立
法
措
置
に
関
す
る

質
問
主
意
書

平
成
二
十
三
年
三
月
に
発
生
し
た
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
生
じ
た
原
子
力
損
害
（
「
原
子
力
損
害

の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
第
二
条
第
二
項
に
い
う
「
原
子
力
損
害
」
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
そ
の
本

質
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
民
法
第
七
百
九
条
に
基
づ
い
て
構
成
で
き
る
。

そ
こ
で
、
同
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
七
百
二
十
四
条
前
段
が
適
用
さ
れ
、
「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理

人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ
た
時
か
ら
三
年
間
」
の
消
滅
時
効
に
よ
り
請
求
権
が
失
わ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
七
百
二
十
四
条
後
段
が
適
用
さ
れ
、
「
不
法
行
為
の
時
か
ら
二
十
年
を
経
過
」
す
る
と
、
除
斥
期
間
に
よ
り
同
損

害
賠
償
請
求
権
が
確
定
的
に
消
滅
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
の
特
徴
と
し
て
、
被
害
の
深
刻
性
、
広
汎
性
、
潜
在
性
等

が
挙
げ
ら
れ
る
た
め
、
全
て
の
被
害
者
に
、
直
ち
に
そ
の
全
て
の
被
害
の
実
態
を
把
握
し
、
損
害
賠
償
請
求
の
法
的
手
続
き
を

と
る
こ
と
を
要
求
す
る
事
は
難
し
い
。

か
か
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
政
府
は
、
「
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠

一



償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の
利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
降
、
「
時
効
特
例
法

案
」
と
す
る
。
）
を
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
三
日
に
閣
議
決
定
し
た
。
前
記
の
時
効
特
例
法
案
は
、
時
効
中
断
の
効
果
発
生

の
要
件
と
し
て
、
①
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
へ
の
和
解
の
仲
介
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
、
②
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審

査
会
が
和
解
の
仲
介
を
打
ち
切
っ
た
こ
と
、
③
当
該
和
解
の
仲
介
の
申
立
て
を
し
た
者
が
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以

内
に
当
該
和
解
の
仲
介
の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
時
効
中
断
の
要
件
と
し
て
求
め
て
い
る

（
時
効
特
例
法
案
第
二
条
）
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
う
か
が
い
た
い
。

一

閣
議
決
定
さ
れ
た
時
効
特
例
法
案
に
よ
る
と
、
被
害
者
が
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
へ
の
和
解
の
仲
介
の
申
立
て
を

行
い
、
か
つ
、
和
解
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
に
和
解
の
打
ち
切
り
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
和
解
の
仲

介
の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
、
消
滅
時
効
に
よ
り
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
の
請
求
権
が
失
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
の
特
徴
で
あ
る
被
害
の
深
刻
性
、
広
汎
性
を

考
慮
す
れ
ば
、
直
ち
に
原
子
力
損
害
全
て
の
賠
償
を
求
め
る
の
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
者
も
多
い
。
そ
こ
で
、
閣
議
決
定
さ

れ
た
時
効
特
例
法
案
の
利
益
を
受
け
る
者
が
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
和
解
の
仲
介
を
申
し
立
て
た
者
に
限
定
さ

二



れ
て
し
ま
う
の
で
は
、
被
害
者
救
済
手
段
と
し
て
不
充
分
で
は
な
い
か
。

二

閣
議
決
定
さ
れ
た
時
効
特
例
法
案
の
ま
ま
で
は
、
民
法
第
七
百
二
十
四
条
後
段
が
適
用
さ
れ
二
十
年
の
除
斥
期
間
が
経
過

す
る
と
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
確
定
的
に
消
滅
す
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
害
の
特
徴
で
あ
る
被
害
の
潜
在
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

が
将
来
明
ら
か
に
な
る
原
子
力
損
害
に
つ
い
て
も
、
救
済
の
途
を
残
す
べ
き
で
あ
る
。
（
現
に
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事

故
に
お
い
て
は
、
事
故
発
生
後
二
十
五
年
が
経
過
し
た
後
、
新
た
な
被
害
が
発
生
し
続
け
て
い
る
。
）
そ
こ
で
、
閣
議
決
定

さ
れ
た
時
効
特
例
法
案
に
、
晩
発
性
障
害
に
対
し
て
の
規
定
を
盛
り
込
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

原
子
力
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
民
法
の
時
効
規
定
・
除
斥
期
間
規
定
（
第
七
百
二
十
四
条
前
段
・
後
段
）
の
適
用

を
排
除
す
る
よ
う
な
、
積
極
的
な
立
法
措
置
が
必
要
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


